
 

 

南部町介護予防・日常生活支援総合事業説明会（Ｈ29.02.17） 

 

 

 

 

 

 

    

    

    

    

    

    ＜南部町健康福祉課＞ 

資資資資    料料料料    ４４４４    

介護予防ケアマネジメント介護予防ケアマネジメント介護予防ケアマネジメント介護予防ケアマネジメント     
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介護予防・生活支援サービス事業を利用するために介護予防・生活支援サービス事業を利用するために介護予防・生活支援サービス事業を利用するために介護予防・生活支援サービス事業を利用するために    

現在、要支援１・要支援２の認定を受けて「介護予防訪問介護」、「介護予防通所介護」「介護予防訪問介護」、「介護予防通所介護」「介護予防訪問介護」、「介護予防通所介護」「介護予防訪問介護」、「介護予防通所介護」のみを利用している方（平成２９年４月以降

に順次総合事業へ移行）、新規に「「「「訪問型サービス訪問型サービス訪問型サービス訪問型サービス」、「」、「」、「」、「通所型サービス通所型サービス通所型サービス通所型サービス」」」」等の総合事業のサービスを利用したい方（事業対象者を含む）

のケアプランを、介護予防ケアマネジメントとして作成します。 

 

 「介護予防福祉用具貸与」や「介護予防通所リハビリテーション」等の介護予防サービスを利用または併用される方は、今までどお

り介護予防支援でケアプランを作成します。→予防給付の利用 

 

 

 

 

介護予防ケアマネジメントは、介護予防及び日常生活支援を目的として、本人の状況に応じた適切なサービスが包括的かつ効率的に

提供されるよう必要な援助を行う事業です。ケアプランの作成、総合事業のサービス事業者等の紹介や連絡調整など。 

※居宅の受託件数に制限はありません。（居宅介護支援費の逓減制にも影響しない）※居宅の受託件数に制限はありません。（居宅介護支援費の逓減制にも影響しない）※居宅の受託件数に制限はありません。（居宅介護支援費の逓減制にも影響しない）※居宅の受託件数に制限はありません。（居宅介護支援費の逓減制にも影響しない）    

 

 

 

 

 ① 要支援１・要支援２の認定を受け、予防給付サービスを利用していない人 

 ② 事業対象者（要支援・要介護の認定を行わず又は非該当となり、基本チェックリストに該当する人） 

 

 

介護予防ケアマネジメント介護予防ケアマネジメント介護予防ケアマネジメント介護予防ケアマネジメントとはとはとはとは 

事業内容事業内容事業内容事業内容 

対象者対象者対象者対象者の区分の区分の区分の区分 
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（訪問型サービス・通所型サービス） 

    

要支援要支援要支援要支援 1111・・・・2222    ＋＋＋＋    事業対象者事業対象者事業対象者事業対象者    

    

    

    

・基本チェックリスト該当者・基本チェックリスト該当者・基本チェックリスト該当者・基本チェックリスト該当者で、で、で、で、現行の要支援者に相当する状態等の者を想定現行の要支援者に相当する状態等の者を想定現行の要支援者に相当する状態等の者を想定現行の要支援者に相当する状態等の者を想定。。。。    

※６４歳以下の第２号被保険者の方は、基本チェックリストではなく、要介護認定等申請※６４歳以下の第２号被保険者の方は、基本チェックリストではなく、要介護認定等申請※６４歳以下の第２号被保険者の方は、基本チェックリストではなく、要介護認定等申請※６４歳以下の第２号被保険者の方は、基本チェックリストではなく、要介護認定等申請をををを行う必要があります。行う必要があります。行う必要があります。行う必要があります。    

    

    

    

    

・基本チェックリストは、必ずしも認定を受けなくても、必要なサービスを事業で利用できるよう必ずしも認定を受けなくても、必要なサービスを事業で利用できるよう必ずしも認定を受けなくても、必要なサービスを事業で利用できるよう必ずしも認定を受けなくても、必要なサービスを事業で利用できるよう本人の状況を確認するツール本人の状況を確認するツール本人の状況を確認するツール本人の状況を確認するツールとし

て用いる。 

•利用者本人や家族との面接にて基本チェックリストの内容をアセスメントによって更に深め、利用者の状況や希望等も踏まえて、

自立支援に向けたケアプランを作成し、自立支援に向けたケアプランを作成し、自立支援に向けたケアプランを作成し、自立支援に向けたケアプランを作成し、適切な適切な適切な適切なサービス利用につなげるサービス利用につなげるサービス利用につなげるサービス利用につなげる。 

・ケアプランは、介護予防の理念のもと、その取り組みを重視し、利用者の自立支援やＱＯＬの向上を目指したものでなければなら

ない。 

  

 

事業対象者とは事業対象者とは事業対象者とは事業対象者とは 

基本チェックリストの活用基本チェックリストの活用基本チェックリストの活用基本チェックリストの活用とケアマネジメントとケアマネジメントとケアマネジメントとケアマネジメント 

『介護予防・生活支援サービス事業』の対象区分『介護予防・生活支援サービス事業』の対象区分『介護予防・生活支援サービス事業』の対象区分『介護予防・生活支援サービス事業』の対象区分 
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基本チェックリスト基本チェックリスト基本チェックリスト基本チェックリスト 

① No.1～20 のうち 

10 項目以上に該当 

事業対象者の判定基準 

下記のいずれかに該当する者へ、ケアマネジメントを行う 

② No.6～10 運動機能の低下 

３項目以上に該当 

③ No.11～12 低栄養状態 

２項目のすべてに該当 

④ No.13～15 口腔機能の低下 

２項目以上に該当 

⑤ No.16～17 閉じこもり 

No.16 に該当 

⑥ No.18～20 認知機能の低下 

１項目以上に該当 

⑦ No.21～25 うつ病の可能性 

２項目以上に該当 
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南部町では、現行相当サービスの新規利用については、要支援に現行相当サービスの新規利用については、要支援に現行相当サービスの新規利用については、要支援に現行相当サービスの新規利用については、要支援に相当する状態であるかを相当する状態であるかを相当する状態であるかを相当する状態であるかを公平確実に判断する公平確実に判断する公平確実に判断する公平確実に判断するため、ため、ため、ため、介護認定申請介護認定申請介護認定申請介護認定申請

手続きにより本人の状態を確認します。手続きにより本人の状態を確認します。手続きにより本人の状態を確認します。手続きにより本人の状態を確認します。 

その後の更新時は、チェックリストのみの確認で事業対象者に切り替えて継続利用も可となります。（総合事業のみ利用の場合） 

 

 サービスサービスサービスサービス種別種別種別種別    マネジメントにおいて想定する利用者 備 考 

１ 

＜現行相当・国基準＞ 

介護予防訪問介護相当サービス介護予防訪問介護相当サービス介護予防訪問介護相当サービス介護予防訪問介護相当サービス    

介護予防通所介護介護予防通所介護介護予防通所介護介護予防通所介護相当サービス相当サービス相当サービス相当サービス    

((((1)1)1)1)新規新規新規新規    ①要支援認定者①要支援認定者①要支援認定者①要支援認定者 
・現行予防給付との整合性を保持。 

・更新時に事業対象者に切替できるの

は、総合事業のみ利用される方。 

(2)(2)(2)(2)更新更新更新更新    ①①①①要支援認定者要支援認定者要支援認定者要支援認定者    

②②②②現行の要支援相当現行の要支援相当現行の要支援相当現行の要支援相当の状態の状態の状態の状態にににに    

あるあるあるある方（事業対象者）方（事業対象者）方（事業対象者）方（事業対象者）    

２ 
＜緩和基準・独自＞ 

軽度援助訪問サービス軽度援助訪問サービス軽度援助訪問サービス軽度援助訪問サービス    

①①①①    要支援認定者要支援認定者要支援認定者要支援認定者    

②②②②    現行の要支援相当現行の要支援相当現行の要支援相当現行の要支援相当またはおおむねまたはおおむねまたはおおむねまたはおおむね要支要支要支要支

援相当援相当援相当援相当の状態にあり自立支援のためのの状態にあり自立支援のためのの状態にあり自立支援のためのの状態にあり自立支援のための

生活援助が必要な方生活援助が必要な方生活援助が必要な方生活援助が必要な方（（（（事業対象者事業対象者事業対象者事業対象者））））    

軽度援助訪問サービス以外の緩和型サ

ービス、その他の生活支援サービスは今

後検討のうえ整備予定。 

３ 一般介護予防事業一般介護予防事業一般介護予防事業一般介護予防事業    介護予防を希望する全ての高齢者介護予防を希望する全ての高齢者介護予防を希望する全ての高齢者介護予防を希望する全ての高齢者     

    

    基本チェックリストによ基本チェックリストによ基本チェックリストによ基本チェックリストによるるるる『事業対象者』『事業対象者』『事業対象者』『事業対象者』の該当の該当の該当の該当基準基準基準基準（ｹｱﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄの対象（ｹｱﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄの対象（ｹｱﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄの対象（ｹｱﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄの対象者者者者））））と、『事業対象者』がどのサービスを利用することがと、『事業対象者』がどのサービスを利用することがと、『事業対象者』がどのサービスを利用することがと、『事業対象者』がどのサービスを利用することが

適切であるかの判断基準は異なるもの。適切であるかの判断基準は異なるもの。適切であるかの判断基準は異なるもの。適切であるかの判断基準は異なるもの。利用者の希望のみで判断するのではなく、アセスメントなどにより本人の心身の状態や生活

環境などを詳しく確認し、それぞれの状況に応じた自立支援のための適切なサービスを選択するようマネジメントを行う。 

    ※ポイント※ポイント※ポイント※ポイント    ＝＝＝＝    サービス提供によりサービス提供によりサービス提供によりサービス提供により利用者の利用者の利用者の利用者の残存能力残存能力残存能力残存能力をををを損なうことの損なうことの損なうことの損なうことのないようにないようにないようにないように、自立、自立、自立、自立のののの維持向上に維持向上に維持向上に維持向上につなげる支援をつなげる支援をつなげる支援をつなげる支援を行う。行う。行う。行う。 

ケアマネジメントケアマネジメントケアマネジメントケアマネジメントにおけるサービス利用におけるサービス利用におけるサービス利用におけるサービス利用者の者の者の者の考え方考え方考え方考え方 
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区区区区    分分分分    支給限度額支給限度額支給限度額支給限度額    単位数単位数単位数単位数    備備備備    考考考考    

要支援 1 50,030 円  5,003 単位 予防給付の区分支給限度額の範囲内で、予防給付

と総合事業を一体的に給付管理する 要支援 2 104,730 円 10,473 単位 

事業対象者 
50,030 円 

（104,730 円） 

 5,003 単位 

（10,473 単位） 

要支援１の区分支給限度額と同じ 

（ ）内は、利用者の状態によって町長が必要と

認める場合のみ適用可能（一時的な利用を想定） 

 ●事業対象者の区分支給限度額の変更を希望する場合は、事前に町へ申請してください。 

 

 

 介護予防・日常生活支援総合事業のガイドライン（国の指針） 

事業対象者につき、給付管理を行う際は、予防給付の要支援１の限度額を目安として行う。 

介護予防ケアマネジメントにおいては、指定事業者によるサービス以外の多様なサービス等の利用状況も勘案してケアプランを作

成することが適当であり、利用者の状態※によっては、予防給付の要支援１の限度額を超えることも可能である。 

※ 例えば、退院直後で集中的にサービス利用することが自立支援につながると考えられるようなケース等 

 

 

 

 資料５「南部町介護予防・日常生活支援総合事業費単位数サービスコード表」のとおり 

 

 

 

１か月あたりの支給限度額１か月あたりの支給限度額１か月あたりの支給限度額１か月あたりの支給限度額 

サービスの単位数サービスの単位数サービスの単位数サービスの単位数 
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サービス利用の流れサービス利用の流れサービス利用の流れサービス利用の流れ 

総
合
事
業
サ
ー
ビ
ス
を
希
望 

一
般
介
護
予
防
事
業 

自立の可能性が高い方 

介護保険サービスを希望 

現行相当 

サービス 

を希望 

軽度援助訪問 

サービス 

を希望 

要
介
護
・
要
支
援
認
定
申
請 

基
本
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト 

事業対象者 

該当 

要支援 

１・２ 

要介護 

１～５ 

非該当 

非該当 

介
護
予
防
ケ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト 

介
護
予
防
サ
ー

ビ
ス
計
画 

介
護
サ
ー
ビ
ス 

計
画 

介護保険サービス 

併用 

現行相当サービス 

総合事業 

＋ 

介護保険サービス 

現行相当サービス 

のみ利用 

軽度援助訪問サービス 

総
合
事
業
利
用
申
請 

介護保険サービス 

（
要
支
援
相
当
の
方
、
お
お
む
ね
要
支
援
相
当
と
見
込
ま
れ
る
方
） 

＋ 

＋ 

＋ 
新規は認定申請により本人の

状態を詳しく確認 

更新時は、基本チェックリス

トによる確認も可 

要支援に準ずる状態であり

現行相当サービス利用が適

切と認められる場合 
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１．介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼書 

 

２．基本チェックリスト  

 

３．介護保険証  

 

４．介護予防・日常生活支援総合事業利用申請書 

 

 

 

 

 

利用するサービスを検討した上で、申請期間内に申請していただきます。利用するサービスを検討した上で、申請期間内に申請していただきます。利用するサービスを検討した上で、申請期間内に申請していただきます。利用するサービスを検討した上で、申請期間内に申請していただきます。    

 

以下の期間内に確実に申請が行われるようお願いします。 

①要支援認定の有効期間が切れる前の１ヶ月間①要支援認定の有効期間が切れる前の１ヶ月間①要支援認定の有効期間が切れる前の１ヶ月間①要支援認定の有効期間が切れる前の１ヶ月間    

※１ヶ月以上前の申請になると、基本チェックリストを改めて取り直していただく場合もありますので、ご注意下さい。 

②要介護・要支援認定の更新申請の結果、要支援と認定された利用者が、訪問型・通所型サービスのみを利用する場合②要介護・要支援認定の更新申請の結果、要支援と認定された利用者が、訪問型・通所型サービスのみを利用する場合②要介護・要支援認定の更新申請の結果、要支援と認定された利用者が、訪問型・通所型サービスのみを利用する場合②要介護・要支援認定の更新申請の結果、要支援と認定された利用者が、訪問型・通所型サービスのみを利用する場合    

（サービスが確定したら、速やかに） 

※申請が遅れると、給付管理等に影響が出てきますので、速やかに申請下さい。 

 

サービス利用時に提出するものサービス利用時に提出するものサービス利用時に提出するものサービス利用時に提出するもの 

事業対象者の申請時期事業対象者の申請時期事業対象者の申請時期事業対象者の申請時期 
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事業対象者には原則有効期間がない事業対象者には原則有効期間がない事業対象者には原則有効期間がない事業対象者には原則有効期間がないため、本人の状態をよくアセスメントした上で、要介護（要支援）認定申請を行って下さい。 

 

～留意点～ 

    

１．事業対象者が介護保険サービスの利用を希望した場合、またはケアマネジャーが総合事業の利用を提案する場合１．事業対象者が介護保険サービスの利用を希望した場合、またはケアマネジャーが総合事業の利用を提案する場合１．事業対象者が介護保険サービスの利用を希望した場合、またはケアマネジャーが総合事業の利用を提案する場合１．事業対象者が介護保険サービスの利用を希望した場合、またはケアマネジャーが総合事業の利用を提案する場合    

⇒認定非該当になった場合には、介護保険サービスは利用できませんので、状態を確認した上で申請して下さい。 

また、更新を行わず、事業対象者となった方が、その後１～２か月経過してから介護保険サービスの利用を希望し、再度認定申

請を行う必要が生じることも考えられます。 

更新の際には、本人の状態や意向を確認した上で、更新申請の必要性を判断して下さい。 

    

２．事業対象者の状態が悪化した場合２．事業対象者の状態が悪化した場合２．事業対象者の状態が悪化した場合２．事業対象者の状態が悪化した場合    

⇒要介護（要支援）認定申請の結果、要支援と認定された場合は、介護保険サービスと総合事業の利用が可能となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

要介護（要支援）認定申請要介護（要支援）認定申請要介護（要支援）認定申請要介護（要支援）認定申請 
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 実施するケアマネジメントの種別は「介護予防ケアマネジメントＡ」 

 サービスコードＡ１、Ａ２、Ａ４、Ａ５、Ａ６のサービスを利用の場合  

 介護予防支援と同様のプロセスで実施します。 

○○○○委託料委託料委託料委託料        ◎基本   ４，３００円 

◎初回加算 ３，０００円 

※ケアマネジメントＢ、ケアマネジメントＣは、サービスが整い次第実施します。 

  

 

 

 介護予防支援と同じく、毎月５日を提出期限とさせていただきます。（これまでどおり、各事業所が地域包括支援センターへ） 

 例）・４月分実績の請求書 

・４月分実績（利用票、支援経過等） 

○○○○請求区分請求区分請求区分請求区分一覧一覧一覧一覧    

                利用者・サービス利用者・サービス利用者・サービス利用者・サービス    

    

事業区分事業区分事業区分事業区分    

要支援要支援要支援要支援 1111～～～～2222・・・・事業対象者事業対象者事業対象者事業対象者    

（（（（総合事業のみ総合事業のみ総合事業のみ総合事業のみ利用利用利用利用））））    

要支援要支援要支援要支援 1111～～～～2222    

（（（（予防給付予防給付予防給付予防給付のみのみのみのみ利用）利用）利用）利用）    

要支援要支援要支援要支援 1111～～～～2222    

（（（（予防給付予防給付予防給付予防給付    ＋＋＋＋    総合事業）総合事業）総合事業）総合事業）    

介護予防ケアマネジメント介護予防ケアマネジメント介護予防ケアマネジメント介護予防ケアマネジメント    

（（（（総合事業）総合事業）総合事業）総合事業）    
○○○○    ××××    ××××    

介護予防介護予防介護予防介護予防サービス計画サービス計画サービス計画サービス計画    

（（（（介護介護介護介護給付給付給付給付））））    
××××    ○○○○    ○○○○    

 

介護予防ケアマネジメント費介護予防ケアマネジメント費介護予防ケアマネジメント費介護予防ケアマネジメント費 

委託料の請求と実績提出について委託料の請求と実績提出について委託料の請求と実績提出について委託料の請求と実績提出について 
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様

）

）

【地域包括支援センター記入欄】 【利用者記入欄】

要支援1・要支援2
地域支援
事　　　業

名称

認定済・申請中

日平成 年 月

初回・紹介・継続

南部町地域包括支援センター 確認印
介護予防サービス・支援計画について、同意
いたします。

ＮＯ． 1

意見

Ａ表

認定の有効期間：認定年月日： 平成29年04月01日

１年

計画作成事業者
事業所名及び所在地（連絡先） ○○園居宅介護支援事業所

 （地域包括担当：

委託の場合：

担当地域包括支援センター：

総合的な方針
（生活の不活発病の改善

・予防のポイント）

介護予防サービス・支援計画表（１／３）介護予防サービス・支援計画表（１／３）介護予防サービス・支援計画表（１／３）介護予防サービス・支援計画表（１／３）

担当地域
包括支援
センター

印氏名

南部町地域包括支援センター

（初回作成日： 平成29年04月01日

利用者名：

計画作成（変更）日：

計画作成者氏名：

目標とする
生活

平成29年04月01日

南部　太郎

～

１日

事業対象者は、地域支援事業だけを○で囲

んでください。

予防給付、総合事業どちらも利用している方、

要支援で総合事業のサービスのみ利用して

いる方も○で囲んでください。
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